
第１４４回香川県大規模小売店舗立地審査会 議事概要 

 

１ 日  時：令和７年５月２２日（木） １０時３０分から１１時４０分 

２ 場  所：香川県庁 本館１２階 第５会議室 

３ 出席委員：７名中７名 

４ 概  要： 

（１）「（仮称）クスリのアオキ上吉田店」の新設届出について 

 

届出者が届出内容を説明した後、質疑応答を行った。 

 

（主な質疑内容） 

委 員： 

 

 

届出者： 

 

騒音対策については、車両の 10km/h 徐行をいかに徹底できるかだと思う。

10km/h徐行の周知は看板で行うようだが、看板は案外、見られていないため、

路面標示で周知することを検討されてはいかがか。 

社内に持ち帰り、対策の見直しを検討させていただく。 

委 員： 

 

届出者： 

 

委 員： 

 

 

 

届出者： 

 

歩行者用通路が駐車マスの前側に設置されているが、歩行者と車両の接触を

避ける意味では駐車マスの後ろ側に設置する方が良いのではないか。 

駐車マスの後ろ側は店舗建物が近接していて幅が狭いため、駐車マスの前側

に歩行者用通路を通す計画としている。 

駐車マスの前側に歩行者用通路を通すことについては、多少危険な方を選択

しているという感想である。歩行者と車両が接触する危険性をなるべく回避

するため、例えば歩行者用通路を目立つように舗装する等、配慮をお願いし

たい。 

これについても社内に持ち帰り、検討させていただく。 

（審査結果） 

会 長： 

 

審査会として、基本的に届出書の内容での出店について問題ないと考えます

が、次の点にはご留意いただくようお願いします。 

 ・10km/h徐行の徹底のため、路面標示を行うこと。 

・歩行者用通路が目立つようにカラー舗装すること。 

・出店にあたっては、大規模小売店舗立地法に基づく届出書に記載された内

容を誠実に実施するとともに、出店に起因して、騒音の発生や右折入出庫

等による周辺交通への影響など店舗周辺の生活環境や場内歩行者の安全対

策に問題が生じた場合には、迅速かつ誠意をもって対応すること。 

 

（以上） 


